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答　事務職員が配置されていない学校、臨時職貞配置　　　　す。

校、新規採用事務職員配置校に対しては、必要に応　　　　　　なお、認定等で疑義が生じた場合は、所管の教育

じて所管の教育事務所が認定事務指導を行う予定で　　　　事務所に御相談ください。

［垂垂室］

休暇等届・承認簿の取扱いについて

※　以下の質問及び回答において「改正通知」とは、

「休暇の請求等の手続に関する取扱要領の一部改正に

ついて」（平成10年12月14日10教総人第283号・

10教教職第46号教育長通知）を指します。

間1　平成11年1月1日から休暇の請求等の手続

に関する取扱要領の一部が改正されましたが、

改正に至った経緯を教えてください。

答　これまで、休暇の請求等は1回ことに1枚の用紙

を使用する単票形式で行っていました。しかし、こ

の形式では職員ことの休暇取得日数の集計や出勤簿

の整理等の事務処理が煩雑であり、また、各職員に

とっては自分の休暇取得状況がわかりにくいなどの

問題点があり、また、職務専念義務免除の申請（以

‾lこ「職免申請」という。）についても、単票形式で行

っていたため休暇と同様の問題点がありました。

今回、事務処理の簡素・効率化を図る観点から、

職免申請も併せて現行の様式を一本化し、休暇の請

求等については、職員ことに豊理できる持冊形式の

休暇等屈・承認簿（以下「承認簿」という。）による

ことになりました。

間2　改止通知によれは、年次休暇については使用

分の累計を記人することとされていますが、月

ごと等の合計を出す必要がありますか。

斧　合計を出す必要はありません。

これまでの単票形式では、職員が自主的に使用分

を計算しない限り、自分がどれだけ年次休暇を使用

したかがわかりにくい形になっていました。今回の

改正では、様式に累計欄を設けることにより、年次

休暇を使用する度にこれまでの使用分を計上するこ

とになるため、既使用分がすく・に分かる形になって

います。累計欄はこのために設けたものですので、

月ごと等の合計を出す必要はありません。

閃3　職務専念義務の免除については、これまでに

個別の通知で申請の様式が示されているものが

ありますが、改正後はすへての申請を承認滞に

より行うのですか。

筈　原則として、職免申請はすぺて承認簿で行います。

妊娠障害職免や通勤緩和職免など、以前に出され

た個別の通知の中で申請の様式が示されているもの

がありますが、今回の改正後は、特に様式の指定が

ない限り職免申請はすぺて承認薄により行います。

ただし、休息・捕食職免－＝こついては、文書によら

ず口頭での申出により申請を行うこと、出勤簿への

記入を要しないこと等の理由から、これまでと同様、

休息・捕食職免管理簿を使用することとし、承認簿

を使用せずに事務処理を行って差し支えありません。

江　「妊娠中の職員の休息又は補食に係る職務に専念

する義務の免除」の実施について（平成10年6月18

日10故紙人弟106号・10教教職第19号教育長通知）

参照

問4　人事異動により職員が転勤するl喋には、出勤

簿と同様に承認洞についても異動先に送付する

必要があるのですか。

答　写しを送付してください。

承認薄はJ昔年を単位として作成しますので、人事

異動の際には、異動先に送付する必要があります。

原則として旧所属において原本を保存し、異動先に

写しを送付します。新所属では、写しをそのまま承

認絶として使用してもかまいませんし、新たに作成

してもかまいません。

間5　改正通知によれば、休暇の請求等及び職免申

請は、すべてl■可じ一枚の用紙で行うことになっ

ていますが、年次休暇欄の使用頻度は他と比べ

て高いと思われるので、年次休暇の届出のみ別

の用紙にしてもよいでしょうか。

箸　別の用紙にして差し支えありません。

改止通知において様式及びその記入例を示してい

ますが、各所属においてより使用しやすい方法があ

れば、その方法で承認簿を使用してかまいません。

たたし、その際には、個人ことの簿冊形式であるこ

と、累計、理由、決裁欄等、原則として様式にそっ

たものであることが必要です。

お尋ねの場合には、様式の年次休暇以外の休暇等

の偶に斜線を弓lき、別綴じにするなどの方法が考え

られます。
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平成11年3月10日

福岡県教育庁教育企画部教職員課編集

教職員の厳正な服務規律の確保等について

平成11年2月8日、県立学校の現職教員が、生

徒の体操服納入に関して、業者との間で金銭の授

受を行った疑いで逮捕されるという事件が発生し

ました。

県教育委員会としては、これまでも教職員の月柁

務規律の確保について繰り返し指導の徹底を図っ

てきたところですが、今回の事件を受け、各県立

学校長及び各市町村教育委員会教育長に射し改め

て通達　通知を発することにより、さらなる服務

規律の確保等を求めることとしました。また、併

せて学校指定物品の適正な取扱いについて留意す

へき事項についての周知徹底をl刈ることとしまし

た。今後は、通達等の趣旨を十分踏まえ、二度と

このような事件が起こらないよう、校内体制の整

備をお願いします。

10風教職第59［さ
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平成11年3月4口

缶県立学校長　殿

福l呵県教自委員会教百長

教職員の厳正な服務規律の確保等

について（通達）

このことについては、従来から綱紀の厳正な保持や

汚職事件の防止についての通運、通知を発するなど、

繰り返し注意を喚起してきたところです。

しかしながら、既に新聞等で報道されたとおり、県

立学校において生徒の体操服納入業者の選定に当たり、

教職員と業者との間で金銭の授受が行われたとの疑い

で、教職員が逮捕されるという事件か発生したことは、

当該教職員個人の不祥事にとどまらず、本県学校数育

全体に対する県民の信頼を著しく失墜させるもので、

－1－

遺憾の棲みであり、また、憂慮すへき小憩であります。

いうまでもなく、公務員は全休の率什者として公共

の利益に資するために勤務する立場にあり、このため、

地方公務員法、公職選挙法、刑法笥により民聞におけ

るものとは里なる特別な義務や服務規律が課せられて

おり、これら法令上の義務や規律を遵守することは公

務員としての最低限のルールとして求められていると

ころであります。さらに、公務Hが仝休の奉化者であ

ることからくる勤頗の特殊什に鑑みれば、その手T戯は

これらの義務や規律のみならす、公務冒倫理という、

より高い規他により律せられるところが人きいもので

あり、鎧職においても所属職＝の厳正な服務規律の相

保並びに公務日輪理の確立について、従来にも増して

その徹底を図られるようお願しlします。

裏．！数台委員会としては、今後このようなり叩lが発′l▲

した場ハは、イこ山手i為をそJった職＝については懲戒免

職を合む臓1】．な対応をするとともに、竹理職について

も監督斤としての1－j任を問う所〟であります。

なお、学校指定物■■一言の取扱いに快1しては卜記リl墳に

卜分留患し、事務処理体制、筒理体制を整え、県民の

イ．こ痕を失墜させることのないよう所属職員に目する絡

段の指導をお願いします。

記

1　学校指定物品については、保護者日和の軽減の観

点を踏まえながら、学校激白活動に必要な縦囲lペの

指定にとどめるよう再度見Il与しを図ること。

2　学校指定物品の選定については、校長の責任と権

限において決定するものであるが、これを補助する

ため校長をIP心とした物品選定委員会を設濁すると

ともに、生徒・保護者の意見要望を反映させる什組

みをつくるなど、公平性・公正性を確保すること。

3　業者の選定及び実約については、公費会言lに隼じ、

起案文書による患思決定を行うこと。
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この際、次の串墳に留意して串務処理を行うこと。

（1J納人業者の選定に当たっては、原則として人札に

よることとし、やむを得ずこれにより難い場合であ

っても、できるたけ多数の葉音から見偵君を徴する

など業者遣定に係る過止な手段を祀、上すること。

（2）業者との契約期間は、原則として単年度契約と

し、足助の契約は避けること。

（3）業者との契約については、枚にの責任のドに契約

お郷を作成すること。

4　物品等の指定や葉音選定にニーうたり、利害関係人と

の金品の授受はいうまでもなく、名口のいかんにか

かわらず、会食、贈答ん一－の授受、遊技等県民の疑惑

を招くような行為が介在しないようにすること。

10教教職第59F∃

）1リ戊11年3J」4l－Ⅰ

古巾町村（学校組ハ）教育委員会教育長　殿

福岡県教育委員会教育長

教職員の厳JEな服務規律の確保等

について（通知）

このことについて、別添のとおり各県立学校長あて

通通を発し指導の徹底を図ったので、お知らせします。

つきましては、日数肖委‖会におかれましても、管

ドの学校における指定物J■■■一の取扱いについて再点検を

行うなどその適正化に努められるとともに、背ド国費

負損教職員の傲正な服務規膵の碑保及び公務員倫理の

碓＼1について従来にも増してその徹底をl当られるよう

楢段の配慮をお願いします。

【別添省鴫】

［亘：亘］

県費負担教職員に係る諸手当

認定事務の重任について

平成11勺・1‖1rlから、福岡少よ教自委員会の■‡i

務委作等にl刻する規則が改】】三され、政令市を除く

Il川＝小■工学佼に勤務するり．H＝封廿教職＝の玖義手

、一子′阜の認定一軒傍写が、り川けJ教育委員会に委托さ

れることとなりました。以卜、通知l文を紹介しま

す。

10教教給第85り

、lく成10年11ノjlO11

音lいIl†トl（ノF披刹L了′†）激白委Ll会教育」　膜

福岡県教育委‖会教百1立

県挫n抑教職1－iに係る諸手、11

．認定小務の委什について（通知）

このことについて、地力教百子f政の糸Ll織及び運河に伏1

する法律川侶J13＝n封J埼＝62りい以卜「法」という。）

第26条第3唄の規定に阜づき、「裾い‖．と教自委り会の

車務委任′ヰに関する規則の一都を改正する規則」（、†そ成

10隼教育委‖会規則第17〉j。以ド「委任規則」とい

う。）か別添のとおり制定され、、l′J戊10咋】1‖1611

＝けで公布されることになりましたので通知します。

これは、認止や務をヱ托詣である両町村（法師2束に

規定する糾合を合む。以ドl‖」じ。）教育委員会か更に竹

内のlい町H11‘7校長にI11麦作することにより、校長の

馴牙＝こおいて処理することかてきるよう権限の移譲を

子Jうものであり、これにより認定事務の迅速化及び適

11三な車務軌＝の触保をlズ‡ることをその趣旨とするもの

です。

－2－

毘職におかれては、この趣旨を御理解のと、‾F．妃事項

に留息され、認定事務の処理が＝滑にflわれるよう御

配慮をお願いします。

記

l　委任規則について

川・委¶滅脚は、車f叶fイ教育委1i会に香代する認定事

務（以卜「委什小務」という。）の種類及び範囲を

定めたものであること。

（2）変化－ト務の適正な執＝を期するため、福l■椚．ミ激白

委u会は、汰釣27条に1．ちづき、必要に応じ巾111j村

数百委‖会を指椰監．増するものであること。

（31重代小頗を処理するに、■7たっては、法令、如岡り．！

の条例及び規則並びに関係規定に吋拠しなければな

らないものであること。

り）安代規則の胞子J別】l

、I′収l＝11Jjll1

21いlり†、＝／二学校1くへの町委付について

市町村教自愛里ばが巾IIりl寸lン半枚の枚1くに山変化す

る手続きは、既に委任に関する規定かある場√丁で、そ

の改」】二が必■畏なときには改Il，を行うこととし、枚kへ

の委任規定がない場合は、別紙の例文（省略）により

巾l町村ぺ′’芦佼の枚1くに通知することによって子Jうこと。

3　留息●小煩

学校1ミは、手、11の．忍定に、11たり次に該当する場∩

は、－りナの問あらかしめ教台事務川手1主に協議するも

のとする。

し1J遡年比に遡及して．認定　川叉消〉　を行う必要がある

か案

（コJ別居扶たにl某1する一巨案
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（3）住人キー当における3親等以内の賃tl借「け条

（4）通勤f、1iに係る特別料金等の認定に関する須案

（平成8年1月5日付7教終始第103［チ参照）

（5）その他異例　重要であると．虐められる事案

【Filはほ川旨1㍍山附廿汁照衣参照】

福岡鋸教育委員会の事務委任等に㈲する規則　新旧対照長

改　　正　　後 改　　山　　前

（略）

（指定都巾数台委員会への重任）

第3条　教育委員会は、地力廿治法（昭和22什法律第67け）

第252栄の19の指定都巾の教自委員会（以F「指定都巾数百

委員会」という。）の什命に係る市町十ト■（‘r枚職n給与【1担法

＝研糾23年法律第】35片∩　以下　rfl抑Jよ一　という、）第1条

に規定する職員に係る児萌r当は（昭和46年法律苅73け）

第7条に規定する事務を指定都市数盲愛亡！会に委什するu

（Ji肝一木、l教育委員会への重任）

第3ゑの2　教育委同会は　負損法登l条に規定する膳Lきに係

る微農干当のH零再の藷l貯及び防l梼枇認に閻する小指、n丑：t

当の月謝の決計ルア欄疇石雀認にl対する小指Ⅷぴに補一助手¶の

日照のラ貼定ル7ド肺臓確喜忍に閲する4一指春山m村教f†委＝公

一指定都Ib教育委冒全を除く」　に委仔するハ

（以卜哨）

（略）

（指定都市教台委H会への委任）

第3条　教育委員会は、地方自活混（lけ拝I122年／去律第67［ヨ）

第252条の19の指定椰「けの教自愛‖会（以卜「指定都巾教育

委‖会」という。）の什命に係る盲ド町小f171≡佼職員給t∫負担／去

川畑机23（l法律第】35〉ナ。）勤1呆に規定する職員に係る児

並手当法　川棚146句法律第73ii）弟7条に規定する小務を

指定都市教育委員会に委什する。

（以卜押削

【諸手当認定事務についての一間一筆】

問1　学校長に委任された認定■ト務は、どの亀川ま

でですか。

誉．認定小務は、扶養r、」て、仔川f’lて、過勤f、lて、ワJ

屯手、Ij及び単身赴作手’lてについて子」う小務ですか、

ノ引回、？枚にに委什されたのは扶超丁一、11、什居丁・、一1

及び適勤手、17の認定車務てす。従って、りいた丁、lて及

び単身赴作手、11の．題定小務は、従来どおり教育■ト務

所で処理することになります。

川2　認定小務に閲し、‘芋校kとして留点すぺき点

は何ですか。また、下りての．洪文箱が′1：じた場ハ

はどうしたらよいのですか。

衿　激職1iカりう桶川があった場ハは、1り彗「机こは車務職

Hが届Hの．止l鋸刃容や添トナが畑昔の確認をfJうことと

なりますか、あくまで認定小路は山王だr如こ学校kの舶

限とど1什において処理されることから、ノf‥枚kにおい

ても車務職ぶに対する監督、指導、助．二等について十

分配慮することが必要です。

また、認定与l務の職級や属Ⅲの避妊などの埋Ftlによ

り手当の誤支給が生じた場合は、まず認定権育として

、1絹祀技瀦が生じた原因（例　認定権者側の事務処理

の誤りに起因するものか、職員の届山遅延等に起因す

るものか〉　を的確に把握することが重要てす。この場

合、誤支給が認足堅務の職批など認定権者側の車偶に

起l木】する場合には、該当職員に対して卜分な事惜説明

→3－

を子Jい、f、Iiの返納（又は追給）が必要な旨を伝えて

職員の理解と納得を得てください。その後、辿やかに

手、11の返納（又は追給）一紙を子jうとともに、同様の

．誤支給が／l▲しないよう適切なrjf矧耳‖l二摂関を，溝ずる必

要があります。一ノ∴．甘よ給か職員の旭川の退廷など

職‖側の■H■l■fに起囚する場ハは、．該、■川鴨艮に対してIlll

桜】l頭でr】意するなど必要な眉間ヰ．溝するとともに、

辿やかに丁’1ての返納f軋をfJつてください。

なお、‖体的な車拐処理に、11たって問題点か′1二じた

場合は、速やかに所竹の教百●li務所に脚机．淡くたさい。

l川3　干、11の．洪支給があった場√丁には′ゝiご：枚k及び車

務職‖（以卜「一、f■校1くてウ」という。）がと■‖tを

問オ）れるのですか。

汽　軋ナ吏や学校での車緩牒．認なとで誤女給の■け尖が指

摘又は発見された場合は、速やかに足Il二措ir－J（例

．認定の収刑し一千、■lの返納）を．講ずることになりま

すか、一■；モ佼kて阜かこれらの措閏を適切に打った場√丁

には頂則として学校k∧－‡の占什が「りわれることはあ

りません。

一〟、学校での車後糀認で誤支給の一一失を先見し

たにもかかわらず、適切な足l巨椚置を講じなかった

場合や職員が朋らかに鹿偽の届拙を＝っていること

を知りながら、そのまま認定した場含などについて

は、学校長等の良作が問われることかあります。

聞4　事務職眉の未配開校等への指導はあるのです

か。


